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非開示理由等 所管局部課等

1 R3.6.14 R4.3.14
・東京2020ライブサイト契約
・パブリックビューイング契
約

2804 1 1 1 1 1

(2号)公にすることにより、個人の権
利利益を害する恐れがあるため。
(3号)公にすることにより、当該法人
の競争上又は事業運営上の地位その
他社会的な地位が損なわれる恐れが
あるため。
(4号)公にすることにより、偽造によ
る犯罪の予防に支障を及ぼす恐れが
あるため。
(6号)金額を公にすることにより、今
後発注予定の契約案件の予定価格等
が推測され、都の入札・契約事務等
の適正な遂行に支障を及ぼす恐れが
あるため。

オリンピック・パラリン
ピック準備局計画推進部事
業推進課

2 R4.1.15 R4.3.14 飲食戦略検討会議資料 387 1
オリンピック・パラリン
ピック準備局計画推進部運
営課

3 R4.1.15 R4.3.16

・聖火台の設置場所等検討会
議 配付資料
・「聖火台の設置場所等検討
会議」事務連絡会配付資料
・レク資料

49 1 1 1 1

(2号)個人に関する情報で、公にする
ことにより特定の個人が識別できる
ため
(3号)組織委員会及び関係団体の検討
段階かつ事業運営上の秘匿事項に関
する情報であり、公にすることによ
り、当該団体の事業運営上の地位が
損なわれると認められる情報である
ため
(6号)組織委員会及び関係団体の検討
段階かつ事業運営上の秘匿事項に関
する情報であり、公にすることによ
り、組織委員会及び関係団体との信
頼関係が損なわれ、今後の事業運営
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるため

オリンピック・パラリン
ピック準備局計画推進部事
業推進課

4 R4.2.14 R4.3.17
2020 年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会の会場
整備にかかる支援について

2 1
オリンピック・パラリン
ピック準備局計画推進部競
技・渉外課

5 R4.1.15 R4.3.18 配布資料 21 1
オリンピック・パラリン
ピック準備局総務部企画調
整課

6 R4.1.15 R4.3.18 聖火リレー検討委員会資料 48 1 1 1

(2号)個人に関する情報で特定の個人
を識別することができるものである
ため。
(3号)公にすることにより、記載され
ている報道機関がどのような取材活
動を行っているかが明らかとなり、
当該報道機関の競争上又は事業運営
上の地位その他社会的な地位が損な
われると認められるものであるた
め。

オリンピック・パラリン
ピック準備局総務部企画調
整課

7 R3.7.8 R4.3.23

平成30年度東京2020大会祝祭
拠点の実施計画等検討支援業
務－定例資料、議事録、中間
報告書及び最終報告書

4545 1 1 1 1

(2号)個人に関する情報で特定の個人
を識別することができるもの又は公
にすることにより、個人の権利利益
を害するおそれがあるものと認めら
れるため。
(3号)受託者に蓄積されたノウハウ等
に基づき作成されたものであり、公
にすることにより、当該法人の競争
上又は事業運営上の地位その他社会
的な地位が損なわれると認められる
ため。
(6号)公にすることにより、今後発注
予定の契約案件の予定価格等が推測
され、都の入札・契約事務等の適正
な遂行に支障を及ぼす恐れがあるた
め。

オリンピック・パラリン
ピック準備局計画推進部事
業推進課

決定区分 （根拠規定）条例７条


